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新型コロナウイルス感染症の５類感染症への位置づけ変更について（通知） 

 

 本県の廃棄物行政の推進については、日頃から御協力賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和５年４月５日の秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、新型

コロナウイルス感染症の５類感染症への位置づけ変更について情報提供がありましたので、

お知らせします。 

廃棄物に係る新型コロナウイルス感染症対策については、令和５年４月５日付け、環備－

３１で通知した｢廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン｣を参照してい

ただくとともに、引き続き適切な感染対策等に係る貴会会員への周知に御協力くださるよう

お願いします。 

 

＜添付資料＞ 

・新型コロナウイルス感染症の５類感染症への位置づけ変更について（令和５年４月５日付

け、秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部） 

 

 

【担当】 
秋田県生活環境部環境整備課 
 廃棄物対策チーム 伊藤 
電 話：018-860-1624 
E-mail：recycle@pref.akita.lg.jp 



秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部

新型コロナウイルス感染症の
５類感染症への位置づけ変更について

令和５年４月５日

資料２



新型コロナの５類移行に伴う対応の変化

感染症法上の分類
新型インフルエンザ等

感染症（２類相当）
５類感染症

感染者の届出 全数 定点医療機関

入院勧告・就業制限 できる できない

感染者の待機 原則７日間 （協力をお願い）

濃厚接触者の待機 原則５日間 （協力をお願い）

医療費 公費負担 公費を段階的に縮小

外来医療 発熱外来で対応 幅広い医療機関で対応

緊急事態宣言 発令できる 発令できない

現在、新型コロナ感染者は、医師が保健所に「全数」を届け出ることが義務付けられていますが、
５月８日以降は季節性インフルエンザと同じ「定点把握」になります。

現行 ５月８日以降
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県が９月末までに目指す医療体制

１ 幅広い医療機関において、新型コロナ感染（疑い含む）を

理由に外来、入院を断ることなく対応する。

２ 医療機関は、地域の中での医療機能を分担し、症状（重

症度別等）に応じた患者受入、受診先の紹介や転院調整

を行う。

３ 高齢者施設等は、協力医療機関と連携し、協力医療機関

が主体となって入院調整する。
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秋田県における５類移行に伴う変更等

５類移行に伴う県民の不安に対応するため、２４時間相談できる窓口を継続します。

現行 ５月８日以降

医療体制

患者等への対応

終了

総合案内窓口（24時間体制）

検査キット配付・陽性者登
録センター事業

無料PCR等検査事業

自宅療養支援（食料品配送・
パルスオキシメーター貸出等）

３月末で終了

外来対応医療機関名公表

発熱外来 幅広い医療機関

行政による入院調整バックアップ

確保病床を有する医療機関への入院

新たな医療機関での入院

外来

入院

宿泊療養施設 ※ 縮小して当面継続 （入所者負担あり・隔離目的の入所終了）
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新型コロナ医療費の自己負担

検査 自己負担なし

外来 初診料等

陽性判明
後の治療

自己負担なし
高額な治療薬はなし
（当面９月末まで）

入院 自己負担なし

月に最大２万円軽減、
高額な治療薬はなし
（当面９月末まで）

自己負担あり 自己負担あり

自己負担あり

自己負担あり

自己負担あり

５類移行後の新型コロナにかかる医療費は、原則、患者自己負担になります。

９月末まで治療薬（無料）や入院費用（月最大2万円）の軽減措置が設けられます。

現行 ５月８日以降
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令和５年度ワクチン接種イメージ

令和５年度も、すべての方に自己負担なしで新型コロナワクチンを接種できます。

出典 厚生労働省資料リーフレット

5


